
特別委員会設置の件 

 

 

（名  称）  

 

  東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員会 

 

（設置目的）  

 

  東日本大震災からの復旧復興対策並びに原子力発電所事故による被害への対策 

にかかる事項について調査を行うため 

 

（委員定数）  

 

  議長を除く議員全員 

 

（調査事項）  

 

  ・東日本大震災からの復旧復興対策に関する調査の件 

  ・原子力発電所事故による被害への対策に関する調査の件 

 

（設置期間） 

 

  当該調査が終了するまで設置されるものとし、閉会中においても継続して調査を

行うものとする 

 


